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航空局航空ネットワーク企画課 

空港グランドハンドリング事業取引適正化ガイドラインを策定しました 
～不適切な取引の未然防止、公正かつ透明な取引の推進と適正な価格転嫁の実現に向けて～ 

 
 
○ 空港グランドハンドリング業務（以下「グラハン業務」）は、増大するインバウンド需要に適切に対応し、その
経済効果を取り込んでいくために、航空需要の増加に対して自立的に対応できる空港業務の体制の整備を促
進し、持続可能な形で空港業務を維持・発展させていくことが重要です。 

 
○ グラハン業務は航空機の安全・安心な運航の確保に不可欠なものの一つであり、労務費等のコスト上昇に
対して適切な価格転嫁による適正取引を推進し、人材確保や生産性の向上等の取組とともに、安全・安心な
職場環境の確保や処遇改善等を継続的に進める必要がありますが、その契約形態は多重委託構造となって
います。 

 
○ 空港グランドハンドリングの業界構造等に関しては、処遇改善の支障になり得る多重委託構造や雇用慣行・契約
慣行が存在すること等が課題であり、「空港業務の持続的発展に向けたビジョン 中間とりまとめ（令和５年６月９
日）」において、多重委託構造や雇用慣行・契約慣行について、職員の処遇改善の観点から抜本的な見直しを行
い、必要な取組を進めていくこと等が提言されていたところです。 

 
○ 本年4月に設置した「空港グランドハンドリング事業における適正取引等推進のためのガイドライン策定に向け
たワーキンググループ」にて議論を進め、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防
止に関する法律（以下「取適法」）の令和８年１月１日の施行に先立ち、今般、空港グランドハンドリング事業取
引適正化ガイドラインのとりまとめを行いました。 

 
○ 今後、業界関係者のみならず、地方公共団体、空港会社、空港ビル会社等の関係者に対して、周知やガイドラ
インの遵守を図るとともに、説明会の開催など当該ガイドラインの実効性の向上を図るための取組を推進してまいりま
す。 

 
【添付資料】 

・空港グランドハンドリング事業取引適正化ガイドラインのポイント等 
・空港グランドハンドリング事業取引適正化ガイドライン 
・空港グランドハンドリング事業取引適正化ガイドライン（概要） 
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk5_000176.html 

空港グランドハンドリング業務の持続可能な維持・発展に向け、労務費等のコスト上昇に対して適切な価
格転嫁による適正取引を推進し、安全・安心な職場環境の確保や処遇改善を進めていくことが必要であるこ
とから、本年４月に設置した「空港グランドハンドリング事業における適正取引等推進のためのガイドラインの策
定に向けたワーキンググループ」にて議論を進め、今般、空港グランドハンドリング事業取引適正化ガイドライン
のとりまとめを行いました。 


